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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２５％圧縮時の硬さが３０～３１０Ｎ／３１４ｃｍ２の軟質ポリマーフォームからなる
軟質発泡体層と、２５％圧縮時の硬さが３１０Ｎ／３１４ｃｍ２超過、４６００Ｎ／３１
４ｃｍ２以下の硬質ポリマーフォームからなる硬質発泡体層との少なくとも２層を有する
ポリマーフォーム積層体、及び該ポリマーフォーム積層体の片面または両面に配置された
皮膚貼付用粘着剤層を有する床ずれ防止用パッドであって、（１）該軟質ポリマーフォー
ムが、軟質ポリウレタンフォームであり、（２）該硬質ポリマーフォームが、硬質ポリウ
レタンフォームであり、（３）該皮膚貼付用粘着剤層が、アクリル系粘着剤からなる層で
あり、かつ、（４）該軟質発泡体層の厚みが５～８０ｍｍ、硬質発泡体層の厚みが５～８
０ｍｍ、これら発泡体層の合計厚みが１０～１５０ｍｍ、かつ、軟質発泡体層と硬質発泡
体層との厚み比が１０：９０～９０：１０である床ずれ防止用パッド。
【請求項２】
　皮膚貼付用粘着剤層が、両面粘着テープにより構成され、該両面粘着テープの皮膚貼付
側の粘着剤層が、アクリル系粘着剤である請求項１記載の床ずれ防止用パッド。
【請求項３】
　皮膚貼付用粘着剤層の上に剥離材層がさらに配置されている請求項１または２記載の床
ずれ防止用パッド。
【請求項４】
　アクリル系粘着剤が、炭素数４～１２のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキ
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ルエステル５０～９７．５重量％、（メタ）アクリル酸アルコキシポリアルキレングリコ
ールエステル２～４９．５重量％、及び水酸基またはカルボキシ基含有モノマー０．５～
１５重量％の共重合体からなるアクリル系粘着剤である請求項１乃至３のいずれか１項に
記載の床ずれ防止用パッド。
【請求項５】
　ポリマーフォーム積層体の片面に皮膚貼付用粘着剤層が配置され、他面には、ポリウレ
タン製フィルムであるプラスチックフィルム層が配置されている請求項１乃至４のいずれ
か１項に記載の床ずれ防止用パッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床ずれ防止用パッドに関し、さらに詳しくは、病気や老衰、怪我等により寝
たきりになった人の床ずれ（褥瘡）に対処するために、体の下に敷いたり、体にあてがっ
たりして使用する床ずれ防止用パッドに関する。本発明の床ずれ防止用パッドは、身体の
長時間圧迫される部位に直接貼付して使用することができる。
【背景技術】
【０００２】
　床ずれ（褥瘡）は、身体の特定の部位が長時間圧迫されることにより血流が悪くなり、
酸素や栄養が供給されず、次第に該部分の皮膚や筋肉が崩れていく状態をいう。床ずれを
予防するために、エアーマットレスやポリマーフォーム製マットレスなどの体圧分散寝具
が用いられているが、それだけでは十分に対処できない場合が多い。何故ならば、床ずれ
は、仙骨、尾てい骨、大転子部、肩甲骨だけではなく、例えば、かかと、くるぶし、ひじ
などの骨が突出している部位、さらには、ひざの内側、耳などにもできやすいからである
。
【０００３】
　床ずれ防止のために、これらの特定部位をクッション材で保護する方法が採用されてい
るが、クッション材の固定が困難であったり、複雑な形状に加工したクッション材を使用
する必要があったりするという問題があった。
【０００４】
　そのため、身体の長時間圧迫される部位に貼付することができる床ずれ防止用パッドが
開発されている。床ずれ防止用パッドとしては、例えば、軟質ポリマーフォームからなる
単層のパッドが用いられている。より具体的に、感圧接着層、該感圧接着層に貼着した半
連続気泡の可撓性重合体フォーム層（すなわち、軟質ポリマーフォーム層）、及び該軟質
ポリマーフォーム層の反対側に貼着した水非浸透性の可撓性重合体フィルムとから構成さ
れた外科用バンデージが提案されている（例えば、特許文献１参照）。感圧接着剤として
は、ゴム系粘着剤が用いられている。このような軟質ポリマーフォーム層を備えた床ずれ
防止用パッドを、所定の大きさと形状に裁断して、身体の長時間圧迫される部位に貼付す
ると、その部位の体圧が分散されて、床ずれの発生を防止することができる。該床ずれ防
止用パッドは、貼付操作が簡単である。
【０００５】
　しかし、軟質ポリマーフォーム単層は、クッション性に優れているものの、僅かの体圧
でも潰れ易いため、突出した骨との接触により潰れて、その部位に発赤、さらには床ずれ
を起こす場合があった。また、軟質ポリマーフォーム単層が体圧で潰れると、そのエッジ
部に接触する身体の部位が擦れて、発赤、さらには床ずれを起こす場合があった。
【０００６】
　軟質ポリマーフォームに代えて、硬質ポリマーフォームを用いると、クッション性が低
下するため、床ずれ防止効果が低下し、使用感も悪くなる。
【特許文献１】特開昭５２－１６８９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　本発明の課題は、身体の特定部位に貼付することが可能で、軟質ポリマーフォーム単層
に比べて、体圧分散性及び変形回復力に優れ、体圧によって潰れ難く、床ずれ防止性が顕
著に改善されたポリマーフォーム製床ずれ防止用パッドを提供することである。
【０００８】
　本発明の他の課題は、上記諸特性に加えて、皮膚刺激性が少なく、長時間の貼付によっ
ても貼付部位に皮膚炎を発生し難い床ずれ防止用パッドを提供することにある。
【０００９】
　本発明者らは、前記課題を達成するために鋭意研究した結果、床ずれ防止用パッドの支
持体を、従来の軟質ポリマーフォーム単層に代えて、軟質ポリマーフォーム（以下、単に
「軟質フォーム」という）からなる軟質発泡体層と硬質ポリマーフォーム（以下、単に「
硬質フォーム」という）からなる硬質発泡体層とを組み合わせたポリマーフォーム積層体
（以下、単に「フォーム積層体」という）とし、その片面または両面上に皮膚貼付用粘着
剤層を配置した床ずれ防止用パッドに想到した。
【００１０】
　本発明の床ずれ防止用パッドは、前記のフォーム積層体を支持体として使用しているた
め、軟質フォーム単層のものに比べて、体圧分散性及び変形回復力に優れ、体圧によって
潰れ難い。そのため、軟質フォーム単層品に比べて、潰れたエッジ部と身体の所定部位と
の接触摩擦が軽減される。
【００１１】
　本発明の床ずれ防止用パッドは、硬質発泡体層を軟質発泡体層と積層しているため、硬
質フォーム単層品に比べて、硬質フォーム層のクッション性が良好であり、硬質フォーム
層側で身体の所定部位に貼付することができる。そのため、本発明の床ずれ防止用パッド
は、患者の状態に応じて、貼付する側を選択することができる。本発明は、これらの知見
に基づいて完成するに至ったものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によれば、２５％圧縮時の硬さが３０～３１０Ｎ／３１４ｃｍ２の軟質ポリマー
フォームからなる軟質発泡体層と、２５％圧縮時の硬さが３１０Ｎ／３１４ｃｍ２超過、
４６００Ｎ／３１４ｃｍ２以下の硬質ポリマーフォームからなる硬質発泡体層との少なく
とも２層を有するポリマーフォーム積層体、及び該ポリマーフォーム積層体の片面または
両面に配置された皮膚貼付用粘着剤層を有する床ずれ防止用パッドであって、（１）該軟
質ポリマーフォームが、軟質ポリウレタンフォームであり、（２）該硬質ポリマーフォー
ムが、硬質ポリウレタンフォームであり、（３）該皮膚貼付用粘着剤層が、アクリル系粘
着剤からなる層であり、かつ、（４）該軟質発泡体層の厚みが５～８０ｍｍ、硬質発泡体
層の厚みが５～８０ｍｍ、これら発泡体層の合計厚みが１０～１５０ｍｍ、かつ、軟質発
泡体層と硬質発泡体層との厚み比が１０：９０～９０：１０である床ずれ防止用パッドが
提供される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の床ずれ防止用パッドは、ポリマーフォームからなる支持体を、軟質発泡体層と
硬質発泡体層とを含む積層体としているため、体圧分散性と変形回復力が良好であり、長
期の使用によっても床ずれ防止性に優れている。本発明の床ずれ防止用パッドは、例えば
、皮膚への貼付側を低刺激性のアクリル系粘着剤層とすることにより、体圧分散性や変形
回復力が良好であることに加えて、皮膚刺激性をさらに少なくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明で使用する軟質フォームは、２５％圧縮時の硬さが前記範囲の軟質発泡体であれ
ば、その材質は特に限定されないが、通常は、軟質ポリウレタンフォーム（軟質ＰＵフォ
ーム）であることが好ましい。同様に、本発明で使用する硬質フォームは、２５％圧縮時
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の硬さが前記範囲の硬質発泡体であれば、その材質は特に限定されないが、通常は、硬質
ポリウレタンフォーム（硬質ＰＵフォーム）であることが好ましい。
【００１５】
　ポリウレタンフォームを構成するポリウレタンは、一般に、ポリイソシアネートや活性
水素化合物（ポリオール等）を主成分とする組成物の反応生成物として得られる。
【００１６】
　主なポリイソシアネートとしては、トリレンジイソシアネート（ＴＤＩ）、ジフェニル
メタンジイソシアネート（ピュアＭＤＩ）、ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネー
ト（ポリメリックＭＤＩ）、トリジンジイソシアネート（ＴＯＤＩ）、ナフタリンジイソ
シアネート（ＮＤＩ）、ヘキサメチレンジイソシアネート（ＨＭＤＩ）、イソホロンジイ
ソシアネート（ＩＰＤＩ）、キシリレンジイソシアネート（ＸＤＩ）、水添キシリレンジ
イソシアネート（水添ＸＤＩ）、ジシクロへキシルジイソシアネート（水添ＭＤＩ）など
が挙げられる。
【００１７】
　ポリオールとしては、ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオール、及びその他
のポリオールがある。ポリエーテルポリオールとしては、ポリプロピレングリコール（Ｐ
ＰＧ）、ポリテトラメチレングリコール（ＰＴＭＧ）、これらの変性体などが挙げられる
。ポリエステルポリオールには、縮合系ポリエステルポリオール、ラクトン系ポリエステ
ルポリオール、ポリカーボネートポリオールなどがある。縮合系ポリエステルポリオール
は、二塩基酸（アジピン酸など）とグリコール（エチレングリコール、１，４－ブタンジ
オールなど）やトリオール（トリメチロールプロパンなど）との縮合脱水反応によって製
造される。ラクトン系ポリエステルポリオールは、多価アルコールを開始剤とし、ε－カ
プロラクタムの開環重合によって得られる。ポリカーボネートポリオールは、グリコール
とカーボネート（エチレンカーボネートなど）との反応により得られる。
【００１８】
　ポリウレタンの製造には、副資材として、鎖延長剤、架橋剤、発泡剤、界面活性剤、着
色剤、離型剤などが用いられる。ポリウレタンフォームは、気泡状物質であり、ポリイソ
シアネート、ポリオール、及び発泡剤を使用して発泡成型する方法により得ることができ
る。
【００１９】
　軟質ＰＵフォームは、クッション性、通気性などが良好である。軟質ＰＵフォームは、
加工面からスラブフォームとモールドフォームに大別される。この軟質ＰＵフォームは、
一般に、使用するポリオールによってポリエステルフォームとポリエーテルフォームに大
別されるが、２５％圧縮時の硬さが所定の範囲であれば、特に限定されない。スラブフォ
ームは、各成分をポンプで計量し、ミキシングヘッドで混合して原液を調製し、そして、
該原液をコンベアまたは蓋のない型に吐出し、発泡成型することにより得ることができる
。スラブフォームは、切断加工して用いられることが多い。モールドフォームは、金型内
に所定の配合原料を注入し、発泡成型することにより得ることができる。
【００２０】
　硬質ＰＵフォームは、多くの場合、独立気泡構造を有しているが、２５％圧縮時の硬さ
が所定の範囲であれば、その気泡構造は特に限定されない。硬質ＰＵフォームも、スラブ
方式またはモールド方式により製造することができる。
【００２１】
　本発明で使用する軟質フォームは、４．９Ｎ荷重時を元厚とし、２００ｍｍφの円板に
て１００ｍｍ／ｍｉｎの速度で７５％前圧縮をし、そして、２５％圧縮時２０秒後の硬さ
（単位＝Ｎ）を測定した時に、通常、３０～３１０Ｎ／３１４ｃｍ２、好ましくは４０～
３００Ｎ／３１４ｃｍ２、より好ましくは５０～２６０Ｎ／３１４ｃｍ２、特に好ましく
は５５～２５０Ｎ／３１４ｃｍ２の硬さを示すものである。
【００２２】
　本発明で使用する硬質フォームは、４．９Ｎ荷重時を元厚とし、２００ｍｍφの円板に
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て１００ｍｍ／ｍｉｎの速度で７５％前圧縮をし、そして、２５％圧縮時２０秒後の硬さ
（単位＝Ｎ）を測定した時に、通常、３１０Ｎ／３１４ｃｍ２超過、４６００Ｎ／３１４
ｃｍ２以下、好ましくは３５０～４５００Ｎ／３１４ｃｍ２、より好ましくは３７０～４
２００Ｎ／３１４ｃｍ２、特に好ましくは４００～４１００Ｎ／３１４ｃｍ２の硬さを示
すものである。
【００２３】
　ポリマーフォームの硬さの測定法は、ＪＩＳ　Ｋ６４００に準じて、４．９Ｎ荷重時を
元厚とし、２００ｍｍφの円板にて５０×３９０×３９０ｍｍのサイズの被験サンプルを
１００ｍｍ／ｍｉｎの速度で７５％前圧縮し、そして、２５％圧縮時２０秒後の硬さを測
定する方法である。
【００２４】
　軟質フォームの硬さが低すぎると、フォーム積層体からなる床ずれ防止用パッドの体圧
分散性、貼り心地、褥瘡防止性が低下傾向を示す。硬質フォームの硬さが高すぎると、床
ずれ防止用パッドの貼り心地が悪くなり、体圧分散性が低下したり、皮膚刺激性が増大す
るおそれがある。
【００２５】
　硬質フォームの硬さが低すぎると、体圧分散性が低下し、褥瘡防止性も低下傾向を示す
。硬質フォームの硬さが高すぎると、体圧分散性や貼り心地が低下傾向を示し、皮膚刺激
性が大きくなる傾向を示し、褥瘡防止性も低下する。
【００２６】
　本発明の床ずれ防止用パッドを構成するフォーム積層体の層構成は、軟質フォームから
なる軟質発泡体層と硬質フォームからなる硬質発泡体層の少なくとも２層を有する多層構
成のものであれば特に限定されないが、以下の層構成が代表的なものである。
【００２７】
１）軟質フォーム／硬質フォーム、
２）軟質フォーム／硬質フォーム／軟質フォーム、
３）硬質フォーム／軟質フォーム／硬質フォーム。
　これらの中でも、「軟質フォーム／硬質フォーム」の２層構成が好ましい。
【００２８】
　各発泡体層の厚みは、適宜選択することができるが、体圧分散性、貼り心地、皮膚刺激
性、及び褥瘡防止性の各性能を高度にバランスさせる観点から、軟質発泡体層の厚みを好
ましくは５～８０ｍｍ、より好ましくは１０～６０ｍｍとし、硬質発泡体層の厚みを好ま
しくは５～８０ｍｍ、より好ましくは５～６０ｍｍとすることが望ましい。
【００２９】
　軟質発泡体層の厚みが薄すぎると、床ずれ防止用パッドの軟質発泡体層が体圧によって
潰れてしまい易く、適度のクッション性及び体圧分散性が得られない。軟質発泡体層の厚
みが厚すぎると、床ずれ防止用パッドの貼付中に違和感を生じ、また、体位を変換し難く
なる。
【００３０】
　硬質発泡体層の厚みが薄すぎると、適度な体圧分散性が得られず、また、出っ張った骨
に接触し、そこが床ずれを起こし易くなる。硬質発泡体層の厚みが厚すぎると、床ずれ防
止用パッドの貼付中に違和感を生じ、かつ、体位を変換し難くなる。
【００３１】
　軟質発泡体層と硬質発泡体層の合計厚みは、好ましくは１０～１５０ｍｍ、より好まし
くは１５～１００ｍｍ、多くの場合、２０～８０ｍｍ程度で良好な結果を得ることができ
る。発泡体層の全層の厚みが薄すぎると、十分な体圧分散性が得られ難いことに加えて、
出っ張った骨にぶつかると、そこで床ずれを起こし易くなる。発泡体層の全層の厚みが厚
すぎると、床ずれ防止用パッドの貼付中に違和感を生じ、かつ、体位を変換し難くなる。
【００３２】
　軟質発泡体層と硬質発泡体層との厚み比は、好ましくは１０：９０～９０：１０、より



(6) JP 5032809 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

好ましくは１５：８５～８５：１５、特に好ましくは２０：８０～８０：２０である。軟
質発泡体層と硬質発泡体層との厚み比を上記範囲とすることにより、両者の特性を発揮さ
せることが容易となる。
【００３３】
　軟質発泡体層と硬質発泡体層との積層法は、特に限定されないが、例えば、接着剤を用
いた積層法、熱融着による積層法などが挙げられる。接着剤を用いた積層法としては、（
１）エラストマーをベースにしたホットメルト接着剤により発泡体層同士を貼り合せる方
法、（２）支持体をポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリウレタンフィルム等とし
、粘着剤層をアクリル系、ゴム系、シリコン系、ウレタン系とする両面粘着テープ若しく
はフィルムにより、発泡体層を互いに貼り合せる方法、（３）アクリル系、エポキシ系、
シアノアクリレート系の接着剤により発泡体層同士を貼り合せる方法などがある。熱融着
による積層法としては、各発泡体層の接合面に熱風を吹きつけて加熱溶融させた後，ロー
ラで圧着して発泡体層同士を一体化させる接合方法がある。
【００３４】
　本発明の床ずれ防止用パッドは、軟質発泡体層と硬質発泡体層とを有するフォーム積層
体の片面または両面に皮膚貼付用粘着剤層を配置した構造を有するものである。皮膚貼付
用粘着剤層は、粘着剤をフォーム積層体の表面に直接塗布する方法によって形成してもよ
いが、粘着剤の発泡体層内への浸透を防ぐには、両面粘着テープをフォーム積層体の表面
に貼り合わせる方法を採用することが好ましい。また、皮膚貼付用粘着剤層の上に剥離材
層を配置し、使用時に剥離材を除去して身体の所定箇所に貼付することが好ましい。
【００３５】
　皮膚貼付用粘着剤層は、アクリル系、ゴム系、シリコーン系、ウレタン系等の一般的な
粘着剤を用いて形成することができるが、皮膚刺激性を少なくする観点から、アクリル系
粘着剤を用いて形成することが好ましい。両面粘着テープのフォーム積層体側の粘着剤層
は、特に限定されず、アクリル系、ゴム系、シリコーン系、ウレタン系等の一般的な粘着
剤を用いて形成することができるが、アクリル系粘着剤を用いて形成することが好ましい
。
【００３６】
　アクリル系粘着剤は、（メタ）アクリル酸アルキルエステルを主成分単量体とする単量
体または単量体混合物を（共）重合して得られるアクリル系粘着剤である。このようなア
クリル系粘着剤としては、（メタ）アクリル酸アルキルエステルと、これと共重合可能な
官能性モノマー及び／またはビニルエステルモノマーとの共重合体を挙げることができる
。（メタ）アクリル酸アルキルエステルは、炭素数４～１２のものが好ましい。官能性モ
ノマーは、通常、０～３０重量％、好ましくは１～１０重量％の割合で使用される。官能
性モノマーの具体例としては、アクリル酸、メタクリル酸、２－ヒドロキシエチルアクリ
ル酸などが例示される。ビニルエステルモノマーは、通常、０～４０重量％、好ましくは
２～３０重量％の割合で使用される。ビニルエステルモノマーの具体例としては、酢酸ビ
ニル、ギ酸ビニル、ラウリン酸ビニルなどが挙げられる。
【００３７】
　安定した皮膚粘着性、高透湿性、角質剥離量低減、及び剥離時の皮膚の痛みの軽減の点
からは、コモノマーとして、（メタ）アクリル酸アルコキシポリアルキレングリコールエ
ステルと、水酸基またはカルボキシル基含有モノマーとを併用して得られるアクリル系共
重合体を粘着剤成分とするアクリル系粘着剤が特に好ましい。具体的に、好ましいアクリ
ル系粘着剤としては、炭素数４～１２のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキル
エステル５０～９７．５重量％、好ましくは７０～９５重量％、（メタ）アクリル酸アル
コキシポリアルキレングリコールエステル２～４９．５重量％、好ましくは４～２９重量
％、及び水酸基またはカルボキシル基含有モノマー０．５～１５重量％、好ましくは１～
１０重量％の共重合体を挙げることができる。この共重合体は、さらに、０～３０重量％
程度の範囲内で、共重合可能なその他のビニルモノマーを共重合したものであってもよい
。
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　炭素数４～１２のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステルとしては、
例えば、アクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸ｔ－ブチル、アクリ
ル酸２－エチルヘキシル、アクリル酸ｎ－オクチル、アクリル酸イソオクチル、アクリル
酸イソノニル、アクリル酸デシル、アクリル酸ドデシル、メタクリル酸ｎ－ブチル、メタ
クリル酸イソブチル、メタクリル酸ｔ－ブチル、メタクリル酸２－エチルヘキシル、メタ
クリル酸ｎ－オクチル、メタクリル酸イソオクチル、メタクリル酸イソノニル、メタクリ
ル酸デシル、メタクリル酸ドデシルなどを挙げることができる。これらの中でも、アクリ
ル酸２－エチルヘキシル、アクリル酸ｎ－オクチル、アクリル酸イソオクチル、及びアク
リル酸イソノニルが好ましい。これらの（メタ）アクリル酸アルキルエステルは、それぞ
れ単独で、あるいは２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００３９】
　（メタ）アクリル酸アルコキシポリアルキレングリコールエステルは、下記の式（１）
【００４０】

【化１】

【００４１】
（式中、Ｒ1 及びＲ2 は、それぞれ独立に水素原子またはメチル基で、Ｒ3 は、炭素数１
～２０のアルキル基で、ｎは、２～１２の整数である。）で表される（メタ）アクリル酸
エステル系モノマーである。
【００４２】
　この式（１）で表されるモノマーの具体例としては、例えば、アクリル酸メトキシジエ
チレングリコール、メタクリル酸メトキシジエチレングリコール、アクリル酸メトキシジ
プロピレングリコール、メタクリル酸メトキシジプロピレングリコール、アクリル酸エト
キシジエチレングリコール、メタクリル酸エトキシジエチレングリコール、アクリル酸エ
トキシジプロピレングリコール、メタクリル酸エトキシジプロピレングリコール、アクリ
ル酸メトキシトリエチレングリコール、メタクリル酸メトキシトリエチレングリコール、
アクリル酸メトキシトリプロピレングリコール、メタクリル酸メトキシトリプロピレング
リコール、アクリル酸メトキシポリエチレングリコール、メタクリル酸メトキシポリエチ
レングリコール、アクリル酸メトキシポリプロピレングリコール、メタクリル酸メトキシ
ポリプロピレングリコールなどが挙げられる。
【００４３】
　水酸基またはカルボキシル基含有モノマーとしては、（メタ）アクリル酸ヒドロキシア
ルキルエステル及び（メタ）アクリル酸カルボキシアルキルエステルを挙げることができ
る。これらのモノマーの具体例としては、例えば、アクリル酸２－ヒドロキシエチル、ア
クリル酸２－カルボキシエチル、アクリル酸２－ヒドロキシプロピル、アクリル酸２－カ
ルボキシプロピル、アクリル酸３－ヒドロキシプロピル、アクリル酸３－カルボキシプロ
ピル、アクリル酸４－ヒドロキシブチル、アクリル酸４－カルボキシブチル、メタクリル
酸２－ヒドロキシエチル、メタクリル酸２－カルボキシエチル、メタクリル酸２－ヒドロ
キシプロピル、メタクリル酸２－カルボキシプロピル、メタクリル酸３－ヒドロキシプロ
ピル、メタクリル酸３－カルボキシプロピル、メタクリル酸４－ヒドロキシブチル、メタ
クリル酸４－カルボキシブチルなどが挙げられる。
【００４４】
　また、水酸基またはカルボキシル基含有モノマーとしては、式（２）
【００４５】
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【化２】

【００４６】
（式中、Ｒ4 及びＲ5 は、それぞれ独立に水素原子またはメチル基で、ｍは、２～１２の
整数である。）
で表される（メタ）アクリル酸ポリエチレングリコール及び（メタ）アクリル酸ポリプロ
ピレングリコールなどの水酸基含有（メタ）アクリル酸エステル系モノマー、及び、式（
３）
【００４７】
【化３】

【００４８】
（式中、Ｒ6 は、水素原子またはメチル基であり、Ｘは、炭素数２以上の２価の有機基で
あって、酸素原子、窒素原子、硫黄原子などのヘテロ原子を含んでいてもよい。）
で表されるカルボキシル基含有（メタ）アクリル酸エステル系モノマーを挙げることがで
きる。
【００４９】
　式（３）において、Ｘの炭素数は、好ましくは２～５０、より好ましくは２～３０程度
である。ヘテロ原子は、多くの場合、酸素原子である。Ｘの具体例としては、例えば、炭
素数２以上の直鎖状または分岐状のアルキレン基、－Ｒ7 －ＯＣＯ－Ｒ8 －（ただし、Ｒ

7 及びＲ8 は、アルキレン基である）、－Ｒ9 －ＯＣＯ－Ｒ10－ＯＣＯ－Ｒ11－（ただし
、Ｒ9 、Ｒ10、及びＲ11は、アルキレン基である）などを挙げることができる。
【００５０】
　式（３）で表されるカルボキシル基を有する（メタ）アクリル酸エステルの具体例とし
ては、例えば、アクリル酸２－カルボキシエチル、２－アクロイロキシエチルこはく酸、
アクリル酸ω－カルボキシポリカプロラクトンなどが挙げられる。
【００５１】
　共重合可能なその他のビニルモノマーとしては、例えば、アクリル酸メチル、アクリル
酸エチル、アクリル酸イソプロピル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタク
リル酸イソプロピル、アクリル酸トリデシル、メタクリル酸トリデシルなどの（メタ）ア
クリル酸アルキルエステル；アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、
イタコン酸などのカルボキシル基含有モノマー；アクリルアミド、メタクリルアミド、Ｎ
－メチロールアクリルアミドなどの（メタ）アクリルアミド及びその誘導体：アクリル酸
グリシジル、メタクリル酸グリシジルなどのエポキシ基含有モノマー；酢酸ビニルなどの
ビニルエステル；アクリロニトリル、メタクリロニトリルなどの不飽和ニトリル；スチレ
ンなどのビニル芳香族化合物；などが挙げることができる。
【００５２】
　アクリル系粘着剤には、所望により、粘着剤に汎用の各種添加剤を添加することができ
る。また、アクリル系粘着剤には、架橋剤を添加することもできる。
【００５３】
　皮膚貼付用粘着剤層は、両面粘着テープにより構成され、該両面粘着テープの皮膚貼付
側の粘着剤層が、炭素数４～１２のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエス
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テル５０～９７．５重量％、（メタ）アクリル酸アルコキシポリアルキレングリコールエ
ステル２～４９．５重量％、及び水酸基またはカルボキシ基含有モノマー０．５～１５重
量％の共重合体からなるアクリル系粘着剤の層であることが好ましい。
【００５４】
　皮膚貼付用粘着剤層の表面は、通常、剥離材層により被覆しておき、使用時に該剥離材
層を除去する。剥離材としては、シリコーン樹脂等の剥離性物質を紙基材に塗布した剥離
紙、剥離シートなどが用いられる。フォーム積層体の両面に皮膚貼付用粘着剤層と剥離材
層とを配置する場合には、フォーム積層体の所望の面で身体の所定箇所に貼付することが
できる。一方の皮膚貼付用粘着剤層により床ずれ防止用パッドを身体に貼付する場合には
、他方の皮膚貼付用粘着剤層の上に配置された剥離材層が良好な滑り性を発揮して、衣服
等との摩擦により床ずれ防止用パッドが脱落するのを防ぐことができる。
【００５５】
　フォーム積層体の片面に皮膚貼付用粘着剤層を配置し、他面には、プラスチックフィル
ム層を配置してもよい。プラスチックフィルム層を配置すれば、該プラスチックフィルム
の滑り性が良好であるため、床ずれ防止用パッドの使用時に衣服等との摩擦による貼付部
位からの脱落を抑制することができる。フォームとしてポリウレタンフォームを用いる場
合には、プラスチックフィルムとして、ポリウレタン製フィルムを用いることが好ましい
。
【００５６】
　本発明の床ずれ防止用パッドは、フォーム積層体を基材とするため、使用時に所望の大
きさに裁断することができる。また、所定形状に製品化した床ずれ防止用パッドを使用す
ることもできる。
【００５７】
　本発明の床ずれ防止用パッドは、フォーム積層体を基材として使用しているため、軟質
フォーム単層のものに比べて、体圧分散性及び変形回復力に優れ、体圧によって潰れ難い
。そのため、軟質フォーム単層品に比べて、潰れたエッジ部と身体の所定部位との接触摩
擦が軽減される。
【００５８】
　本発明の床ずれ防止用パッドは、硬質フォーム層を軟質フォーム層と積層しているため
、硬質フォーム単層のものに比べて、硬質フォーム層のクッション性が良好であり、硬質
フォーム層側で身体の所定部位に貼付することができる。そのため、本発明の床ずれ防止
用パッドは、患者の状態に応じて、貼付する側を選択することができる。
【００５９】
　図１は、本発明の床ずれ防止用パッドの層構成の一例を示す断面図である。図１に示す
床ずれ防止用パッド１１は、フォーム積層体が軟質フォーム１２と硬質フォーム１３との
積層体である。軟質フォーム１２側の表面には、両面粘着テープが配置されており、貼付
側には、両面粘着テープの低皮膚刺激性アクリル系粘着剤層１６が配置され、その上には
剥離材層１７が配置されている。両面粘着テープのフォーム積層体側には、両面粘着テー
プの一方の粘着剤層１５が配置されている。硬質フォーム１３側の表面には、プラスチッ
クフィルム１４が配置されているが、このプラスチックフィルムは省略するか、前記と同
じ両面粘着テープに置き換えることができる。
【００６０】
　図２には、本発明の床ずれ防止用パッドの層構成の他の一例を示す断面図である。図２
に示す床ずれ防止用パッド２１は、フォーム積層体が軟質フォーム２２と硬質フォーム２
３との積層体である。硬質フォーム２３側の表面には、両面粘着テープが配置されており
、貼付側には、両面粘着テープの低皮膚刺激性アクリル系粘着剤層２６が配置され、その
上には剥離材層２７が配置されている。両面粘着テープのフォーム積層体側には、両面粘
着テープの一方の粘着剤層２５が配置されている。軟質フォーム２２側の表面には、プラ
スチックフィルム２４が配置されているが、このプラスチックフィルムは省略するか、前
記と同じ両面粘着テープに置き換えることができる。
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【実施例】
【００６１】
　以下に実施例と比較例を挙げて、本発明についてより具体的に説明するが、本発明は、
これらの実施例のみに限定されるものではない。物性及び諸特性の測定法及び評価法は、
以下のとおりである。
【００６２】
（１）硬さ
　フォームの硬さの測定法は、ＪＩＳ　Ｋ６４００に準じて、４．９Ｎ荷重時を元厚とし
、２００ｍｍφの円板にて５０×３９０×３９０ｍｍのサイズの被験サンプルを１００ｍ
ｍ／ｍｉｎの速度で７５％前圧縮し、そして、２５％圧縮時２０秒後の硬さを測定した。
【００６３】
（２）床ずれ防止用パッドの評価法
　被験者１０名に、縦１０ｃｍ×横１０ｃｍの試料２枚を５ｃｍ間隔を空けて並べ、間隔
を空けた部位が仙骨部になるように貼付し、毎日貼り替え、１０日間の貼付試験を行った
。本試験において、間隔を空けた仙骨部に３０ｍｍφで厚さ２ｍｍのベークライト板を貼
付した。貼付試験の結果は、以下の基準で評価した。
ａ）体圧分散性：フォームの押圧による皮膚表面の押跡や赤味変色の偏りを目視観察した
。
　Ａ：体圧分散性に優れている、
　Ｂ：体圧分散性が良好である、
　Ｃ：体圧分散性がやや悪い、
　Ｄ：体圧分散性が悪い。
【００６４】
ｂ）貼り心地
　Ａ：貼り心地が優れている、
　Ｂ：貼り心地が良好である、
　Ｃ：貼り心地がやや悪い、
　Ｄ：貼り心地が悪い。
【００６５】
ｃ）床ずれ防止用パッド部の皮膚刺激性
　Ａ：皮膚刺激反応なし、
　Ｂ：わずかな紅斑、
　Ｃ：明らかな紅斑、
　Ｄ：浮腫または水泡を伴う紅斑。
【００６６】
ｄ）仙骨部における発赤の発生
　Ａ：発赤なし、
　Ｂ：わずかな発赤、
　Ｃ：明らかな発赤。
【００６７】
ｅ）総合評価
　ＡＡ：被験者全員に仙骨部での発赤がなく、体圧分散性、貼り心地、皮膚刺激性のすべ
てにわたって優れている、
　Ａ：被験者全員に仙骨部での発赤がなく、体圧分散性、貼り心地、皮膚刺激性のすべて
にわたって良好である、
　Ｂ：被験者全員に仙骨部での発赤がなかったが、体圧分散性、貼り心地、皮膚刺激性の
いずれかが不満足な場合がある、
　Ｃ：被験者の一部に仙骨部での発赤が見られたが、多くの被験者には発赤が見られず、
体圧分散性、貼り心地、皮膚刺激性の多くが満足である、
　Ｄ：被験者の一部または多くに仙骨部での発赤が見られ、体圧分散性、貼り心地、皮膚



(11) JP 5032809 B2 2012.9.26

10

20

刺激性のいずれかが不満足である。
【００６８】
［実施例１］
　硬さが５９Ｎ／３１４ｃｍ２で、厚みが２０ｍｍの軟質フォーム〔（株）イノアック技
術研究所製、品番ＥＺＱ－Ｓ〕と硬さが６１６Ｎ／３１４ｃｍ２で、厚みが１０ｍｍの硬
質ポリウレタンフォーム〔（株）イノアック技術研究所製、品番ＥＺＱ－Ｓ〕とを、接着
剤〔ニチバン（株）製、商品名「両面テープ＃８２２」〕を用いて貼り合わせて、フォー
ム積層体を作製した。このフォーム積層体の軟質ポリウレタンフォーム側の表面に、両面
粘着テープを貼り合せて床ずれ防止用パッドを作製した。
【００６９】
　両面粘着テープの皮膚貼付用粘着剤は、イソノニルアクリレート／アクリル酸メトキシ
ナノエチレングリコール／アクリル酸２－カルボキシエチル（８３／１５／２重量部）を
共重合して得たアクリル系粘着剤１００重量部に、架橋剤（三菱ガス化学社製、商品名「
テトラッドＸ」）０．０６重量部を添加した粘着剤１である。他面の粘着剤は、通常のア
クリル系粘着剤である。層構成と評価結果を表１に示す。
【００７０】
［実施例２～１６及び比較例１～４］
　軟質ポリウレタンフォーム及び硬質ポリウレタンフォームを表１及び表２に示すものに
代えたこと以外は、実施例１と同様にして床ずれ防止用パッドを作製した。ただし、実施
例１０では、皮膚貼付用粘着剤として、イソノニルアクリレート／アクリル酸（９６／４
重量部）を共重合して得られたアクリル系粘着剤を用いた。他面の粘着剤も同じアクリル
系粘着剤とした。使用したポリウレタンフォームは、いずれも（株）イノアック技術研究
所の製品であり、それらの品番を示した。層構成及び評価結果を表１及び表２に示す。
【００７１】
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【表１】

【００７２】



(13) JP 5032809 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

【表２】

【産業上の利用可能性】
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【００７３】
　本発明の床ずれ防止用パッドは、病気や老衰、怪我等により寝たきりになった人の床ず
れ（褥瘡）に対処するために利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】図１は、本発明の床ずれ防止用パッドの層構成の一例を示す断面略図である。
【図２】図２は、本発明の床ずれ防止用パッドの層構成の他の一例を示す断面略図である
。
【符号の説明】
【００７５】
１１：　床ずれ防止用パッド
１２：　軟質フォーム
１３：　硬質フォーム
１４：　プラスチックフィルム
１５：　両面粘着テープの一方の粘着剤層
１６：　両面粘着テープの低皮膚刺激性アクリル系粘着剤層
１７：　剥離材層
２１：　床ずれ防止用パッド
２２：　軟質フォーム
２３：　硬質フォーム
２４：　プラスチックフィルム
２５：　両面粘着テープの一方の粘着剤層
２６：　両面粘着テープの低皮膚刺激性アクリル系粘着剤層
２７：　剥離材層

【図１】

【図２】
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